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５　佐　藤　英　行　議 員

 

１　泊原発はこれまで地元経済活性化に寄与

 　　してきたのか

２　地方自治・市民自治と地方分権について

 　　の基本的考え方は

３　再生可能エネルギーと省エネの推進によ

　　って脱炭素社会を

 

 

 １　泊原発はこれまで地元経済活性化に寄与してきたのか
 

　木村町長は１１月２８日の臨時議会においての、町政報告中で、岩内町は泊原

発１号機建設時に２条件９項目を付して条件付き賛成とした、と述べている。町

政報告において、北海道電力泊発電所３号機再稼働に向けて政府からの理解要請

を受けての町の判断について、経済の活性化等を理由として再稼働について同意

 することとした。

 　２条件９項目の内容は。

　また、共存共栄を謳っており、泊原発１号機稼働前と直近までの、漁業の５年

 ごとの漁獲量、額、漁業者の推移は。

 　次、水産加工業の５年ごとの工場数は、生産額の推移は。

 　商店の５年ごとの店舗数、および売上金額の推移は。

 　これらの推移をどのように評価しているのか。

　再稼働に合意した現在、今後、泊原発と岩内町の経済との共存共栄をどのよう

 に図って行くつもりなのか、町の見解を求めます。



 【答　弁】

 　町　長：

 　１項めは、２条件９項目の内容はについてであります。

　はじめに、２条件でありますが、昭和５１年１２月３日開会の第６回岩内町

議会臨時会においてなされた、原子力発電所の建設に関する決議の中で、北海

道電力株式会社に対し、原子力発電所建設に賛成するための条件として示され

たものであり、３号機建設に際し、交わした覚書についても、これを踏まえた

ものでありますが、内容は、１、地元住民の不安を解消し、生活環境保全につ

いて最善の対策を講ずることと、２、漁業との共存共栄はもとより地元産業の

振興、福祉向上等の地域開発に誠意をもって対処することの２つの事項のこと

 であります。

　次に９項目でありますが、先に述べた２条件の具体的な内容について見解を

示したものであり、１、地元住民の不安を解消し、生活環境保全について最善

の対策を講ずることとは、原子力発電炉の安全性の問題、放射能汚染防止の問

題、生活環境保全の問題、地元住民の不安解消の問題の４項目について、最善

の対策を講ずるとするもので、２、漁業との共存共栄はもとより地元産業の振

興、福祉向上等の地域開発に誠意をもって対処することとは、温排水の漁業に

対する影響の問題、漁業補償に関する問題、漁業振興に対する対策の問題、商、

工、農等の地元産業振興についての問題、建設、福祉等を含めての地域開発に

対する協力の問題の５項目について、誠意をもって対処するものであり、この

ことを２条件９項目とし、町と北海道電力株式会社の間で確認したものであり

 ます。

　２項めは、泊原発１号機稼働前と直近までの漁業の５年ごとの漁獲量、額、

 漁業者の推移についてであります。

　まず、漁獲量、漁獲額については、北海道水産現勢における数値でお答えし

 ます。

　稼働前の昭和６３年は８千７３２トンで２０億９３７万円、その後の、平成

５年は３千２６６トンで１０億７千８百２６万７千円、平成１０年は３千２８

９トンで８億３千６３４万３千円、平成１５年は６千４７０トンで１２億３１

７万９千円、平成２０年は６千４９８トンで１１億４千８３８万８千円、平成

２５年は１千４８６トンで４億９千３０９万３千円、平成３０年は１千３７２

トンで７億５千２７９万８千円、令和５年は１千２４２トンで４億７４８万７

 千円となっております。

　次に、漁業者数については、国勢調査の産業別就業者数における漁業者数の

 数値でお答えします。

　なお、稼働前の昭和６０年と、平成２年、平成７年については、現在公表さ

れておらず、把握することができないため、平成１２年以降の数値をお答えし

 ます。

　平成１２年は１７９人、平成１７年は１６０人、平成２２年は１２８人、平

 成２７年は８２人、令和２年は６８人と減少傾向で推移しております。

　３項めは、泊原発１号機稼働前と直近までの水産加工業の５年ごとの工場数

 と生産額の推移についてであります。

　水産加工事業者からの聞き取りと、泊発電所周辺地域原子力防災計画資料編

のデータから、事業者数と生産量で、記録が残されている年次の範囲でお答え

 します。



　稼働前の昭和６３年は４４社で１万２千９３４トン、その後の、平成５年は

４１社で９千１２０トン、平成８年は３６社で１万３千５１０トン、平成１９

年は２８社で３千４２６トン、平成２４年は２１社で２千７４４トン、平成２

９年は１７社で３千３９０トン、令和４年は１２社で１千３６０トンと減少傾

 向で推移しております。

　４項めは、泊原発１号機稼働前と直近までの商店の５年ごとの店舗数、売上

 金額の推移についてであります。

　岩内商工会議所が発行している岩内経済統計書において、記録が残されてい

 る年次での店舗数と年間商品販売額でお答えします。

　稼働前の昭和６３年は４０７軒で３４２億６千２３６万円、その後の、平成

３年は３９８軒で３２７億９千８２６万円、平成６年は３６６軒で３０１億７

２３万円、平成９年は３３９軒で２６５億５千１７９万円、平成１４年は３０

０軒で２１７億５千６６６万円、平成１９年は２６６軒で１８０億３千８２１

万円、平成２６年は２１１軒で１７９億４千３００万円、平成２８年は１７２

軒で１５５億１千９０３万円、令和３年は１３５軒で１２５億９千万円と減少

 傾向で推移しております。

 　５項めは、これらの推移をどのように評価しているのかについてであります。

　漁業、水産加工業、商店においては、２００海里規制の影響による漁場の制

限や、それに伴う遠洋漁業及び沖合漁業の漁獲量の激減。消費者の魚離れに伴

う水産物消費の減退。後継者の不在や事業者及び従業員の高齢化に伴う廃業な

ど、各々の業種ごとの要因があるものの、総体的には出生数の減や転出超過な

ど、人口減少に伴う経済規模の縮小、更には、産業構造の転換、市街地の移動、

 空洞化などの影響により、各数値が減少しているものと考えております。

　その一方で、泊発電所における地元活用は、令和６年１２月末現在になりま

すが、岩内町出身者で２５５人の雇用、北海道電力株式会社及び協力会社によ

 る地元取引額は、９２億８千万円と報告されております。

　このことは、泊発電所が一定数の雇用先となり、商店等においても売上げが

減少する中、大事な取引先となっているなど、低迷する地域経済を支える一助

 となっているものと評価しております。

　６項めは、再稼働に合意し泊原発と町の経済との共存共栄をどのように図っ

 ていくのか、町の見解は、についてであります。

　北海道電力泊発電所は、本町のまちづくりを進める上で、長く経済的基盤を

支えてきたものの１つであり、地域に与える経済的波及効果につきましては、

発電所関連施設の建設や運転を通じて地元からの積極的な直接雇用が行われて

いることや、発電所関連業務の地元企業への業務の発注や必要な物資の調達な

ど、商工業への経済的効果も大きく、これに関する税収増といった直接的効果

や関連産業の波及なども、地域振興に大きな影響をもたらしてきたものと考え

 ております。

　また、経済的効果以外においても、財政面においては、本町は国の電源立地

制度に基づく交付金の交付を受け、これまでも道路、水道、教育文化施設等の

整備や維持補修等の公共施設整備や地場産業の地域活性化等に活用してきたと

ころであり、加えて、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法に

基づき、直近では義務教育学校建設事業においても補助率のかさ上げ措置を受

けるなど、立地地域としての財政的な特例措置が町の経済発展と地域振興に大

きな効果をもたらし、安定した住民生活の実現に寄与しているものと考えてお



 ります。

　町としましては、泊原発との町の経済との共存共栄については、第一に安全

性が確保されているとの前提のもと、再稼働することにより、今後において様

々な業務の地元企業の受注に伴う雇用の創出や経済波及効果が見込まれること、

さらに、電気料の値下げは、一般家庭及び企業においても、生活、経営の安定

 の一助となるものと考えております。

　したがいまして、この前提となる安全性の確保については、国に対し、今後

も前面に立って最高レベルの科学的検討を通じて、公正な議論を醸成し、さら

なる安全性の向上と国民の理解が進むよう、最大限努力していくことや避難計

画を含む防災対策は、令和６年能登半島地震を含め、これまでの災害を通じて

得られた教訓を踏まえ、計画のさらなる充実のための支援やその内容の確認を

行うとともに、計画の改善強化を継続して取り組むことを求めるとともに、事

業者に対しては、今後も積極的に万全の対策を取るよう最大限努め、地域事情

を理解し、誠意ある姿勢で対応することを求めながら、町としても、原子力防

災への備えには終わりはなく、日々新たに得られた知見や課題等を踏まえ、不

断の見直しとさらなる実効性の向上を図っていくという強い決意のもと、電源

立地地域として利用可能となる諸制度等を十分に活用しながら、町民の皆様が

 この地域で安全、安心に生活を送ることに資する施策を実行してまいります。

 



 ＜ 再 質 問 ＞
 

　２条件９項目のうち、漁業との共存共栄はもとより、地元産業の振興、福祉向

上等の地域開発に誠意を持って対処する、とのことでありますけれども、また、

北海道電力泊発電所は、本町のまちづくりを進める上で、長く経済基盤を支えて

 きたとも答弁しております。

　しかしながら、稼働前と直近の比較では、漁獲金額は８０％の減、漁業者は稼

働前の資料がないということなんですので、組合員数で言いますと、１９８５年

４０４人、２０２３年５２人、８７％の減であります。水産加工業者は７３％の

 減、商店は６８％の減となっています。

　その原因を町長は縷々述べていますが、その条件は他の自治体もほぼ同じであ

り、その中に共存共栄をうたった、漁業との共同共栄はもとより、地元振興に寄

与しているとは決して言えません。むしろその間、無策であったとしか判断でき

 ません。後志管内他の漁業実態と比較してみるといいと思います。

　また、平成、令和６年１２月の北電からの情報で、泊発電所における地元活用

は２５５人。４町村である地元活用金額は９２億８，０００万と報告しているが、

 これは福島原発事故による新規制基準に基づく防潮提工事が主と推察されます。

　つまり、まちづくりを進めていく上で行われたものではないということです。

漁業、水産業、商業の推移を見ると、むしろ原発がその推移を押しており、働く

人々は、地場産業が衰退した結果とも言えます。原発は、岩内町の地場産業にと

 って迷惑な施設なのです。

　スマートフォンでＡＩの迷惑施設を検索すると、迷惑施設とは社会全体で必要

とされながらも、周辺住民にとっては環境悪化や地価下落、心理的な嫌悪感など

から建設を嫌がられる施設の総称ですとあり、迷惑施設の具体例として、廃棄物

 処理関連、葬祭関連と並んで、原子力発電所を挙げています。

　さらにＡＩは、迷惑施設とみなされうる施設は非常に幅広く、騒音、排気、交

 通量増加などの問題を引き起こす可能性があります。

 　これらの問題に対処するため以下のような法律が制定されています。

　発電施設には電源三法、核施設、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特

 別法とＡＩは答えてます。

　つまり、迷惑施設としての原発に対して交付金は、いわば迷惑料と言えます。

このような施設とどのように雇用の創出と経済波及効果を地場産業振興の立場か

ら図っていくのかであります。



 【答　弁】

 　町　長：

　本町の地場産業については、泊発電所１号機の営業運転開始以降、漁場の制

限や、水産漁獲量の減衰、後継者不在や高齢化に伴う廃業など、様々な状況変

化の中、人口減少に伴う経済規模の縮小や産業規模の転換などの大きな要因に

より、昭和から平成、令和と数値が減少しているところではありますが、この

地域にとって、原子力発電所が、安定した地元雇用や地元商店等における大事

な取引先として、低迷する地域経済を支える一助になっており、このことは、

泊発電所が一定数の雇用先となり、商店等においても売上げが減少する中、大

 きな存在として、低迷する地域経済を支えてきたものと評価しております。

　こうした中、国の理解要請にあたっては、岩宇地域経済協議会や岩内郡漁業

協同組合のほか、関係団体との意見交換の場を含め、様々な分野からも、原子

力発電所はこの地域の振興や活性化に必要であるなど、再稼働に期待する声が

強く寄せられてきたところであり、また、電気料の値下げも、長引く物価高騰

等の影響により負担や不安が高まる中にあって、一般家庭や企業にとっても生

活面、経営面双方において安定や安心に向けた一つの光明となる大きな要素で

 あると考えております。

　いずれにしましても、原子力発電所については、第一に安全性が確保されて

いるとの前提のもと、再稼働することで様々な波及効果を生み出し、電力の安

定供給と価格安定につながるものと考えており、今後も、これまでどおり立地

地域の強みを活かした地域振興を進めていくことにより、泊発電所と町の経済

 との共存共栄を図ってまいりたいと考えております。

 



 ２　地方自治・市民自治と地方分権についての基本的考え方は
 

　国は、地方創生をデジタル田園都市国家構想とし、従来の地域振興にデジタル

の活用という要素を加えた形で、自治体の提案を奨励している。また、ゼロカー

 ボン政策も同様に、自治体の先進的な実践を促している。

　国が制定した法律の中で政策目的を示し、事業を具体化する前提条件として、

補助金や交付金の交付を誘因として自治体に計画を策定させている。多種多様な

計画、ビジョンは、計画集権とも言われており、それが増加している背景には、

補助金や交付金を配分する条件として、個別計画を自治体に、自発的に策定させ

 ている実態がある。

　これは、地方分権の理念である自治体の自主性尊重、国から地方への関与の縮

小、廃止と相反しており、計画策定の事務量の増加も発生している。自治体職員

は単なる業務遂行マシンとなって淡々と業務をこなすことになる。地方分権の考

え方だけでは厄介な業務の押し付け先ともなり、そこに地方自治、市民自治の定

 着が必要なのである。

 　町長の地方自治、市民自治と地方分権についての考えをお伺いいたします。



 【答　弁】

 　町　長：

　始めに、地方分権につきましては、大きな転換点として、平成１１年の地方

分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律、いわゆる地方分権推

進法が制定され、地方自治法第１条の２に、国及び地方公共団体が分担すべき

 役割が新たに設けられました。

　その規定では、国と地方公共団体との新たな対等、協力関係のもと、住民に

身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、国と地方

公共団体との間で適切に役割を分担するとともに、国が地方公共団体に対する

制度の策定及び施策の実施に当たって、地方公共団体の自主性及び自立性が十

 分に発揮されるようにしなければならないと定められております。

　私としては、この規定に沿って、国においては、国が本来果たすべき役割を

重点的に担うこと、住民に身近な行政は、できる限り地方公共団体にゆだねら

 れることが、地方分権を定義するものと認識しております。

　次に、その地方分権を踏まえての、地方自治、市民自治についてであります

が、私はかねてから、これからのまちづくりには、地域特性を生かした個性あ

る地域づくりを自主的、自律的に進めていくことが重要であり、そのためには、

住民、議会、行政がそれぞれの役割のもと情報を共有し、住民がまちづくりへ

参加しやすい環境整備を図り、住民と行政が同じ立場で目的を共有し、役割と

責任を定め、協力し合いながら取り組んでいくことこそが、自治の基本である

 と考えております。

　したがいまして、こうした考えのもと、令和３年に町の最上位計画に位置付

けられる、岩内町総合振興計画を策定するとともに、令和６年度には、各分野

の中心的計画と位置付けられる、ゼロカーボンビジョン、健康寿命延伸プラン、

立地適正化計画、産業振興プランの４つの個別実施計画を策定しておりますが、

この４計画については、本町の現在から未来に向けた課題に対応するため、町

が自主的に策定したものであり、また、策定に当たっては、ワークショップの

 開催や住民対話など、住民参加型の手法も取り入れているところであります。

　こうした中、現在、総合振興計画については、社会情勢や各分野の個別実施

計画との整合を図るべく、後期計画の策定に取り組んでおり、町の最上位計画

に掲げる目指すべきまちの姿を町民とともに創造し、さらにその基本理念であ

る、健やかなまちづくりをともにかたちにし、このまちで暮らし住み続ける住

民の皆様から、信頼と共感を得て、誰もが豊かさを実感できることが、まちが

 進めていく、地方自治、市民自治のあり方であると考えております。

 



 ３　再生可能エネルギーと省エネの推進によって脱炭素社会を
 

　町は２０２４年、岩内町ゼロカーボンビジョンを策定した。日本環境技研株式

 会社に委託しての策定である。

　ゼロカーボンと脱炭素を実現するためには、再生可能エネルギーと省エネの両

 方の実現を追求することが不可欠である。

　環境省の町におけるデータは、部門、分野別ＣＯ₂排出量の構成比のうちの家

庭部門では２０１３年度３万９千トンで３１％、２０２２年度２万８千トンで３

７％、絶対量が減少しているが他の部門より比率は高くなっている。ビジョンに

 は省エネの言及が弱い。

　本年、当別町の木質バイオマスの調査に参加することができた。当別町の行政

主導で始まったプロジェクトは民間業者に引き継がれた。公園、街路樹、防風林、

河川支障木、河川の維持管理で発生する、これが全国利用度は約１５％を廃校に

なった学校のグラウンドに集積し、体育館で大型チップ製造機によりチップを製

造、そしてそこに堆積する。そして、学校などの公共施設の木質チップボイラー

へ運搬供給。供給された公共施設は熱量、ま、ジュールによって支払いをしてま

 す。

　木質ペレット使用のストーブ、３重窓など省エネエコアパートも視察してきま

 した。

　十勝管内清水町では家畜の糞尿を利用したバイオガス発電で全８７箇所の公共

 施設に供給するとの報道があった。

　また、増毛漁業協同組合と日本製鉄が協業して取り組んでいる、鉄鋼スラグを

利用した藻場造成事業を見学する機会があり、本事業を実施することにより藻場

は着実に拡大、ウニ漁獲高も増加との評価をしている。同じような事業を後志管

内では泊村と古平町で漁協が日本製鉄と協業して実施している。海藻などの海洋

植物は、陸上の森林に比べてＣＯ₂の吸収効率が高いとされています。このよう

 な事業は海の森づくり、すなわちブルーカーボンの創出であります。

　このように、各地で、様々な取り組みが行われており、当町でも今ある資源を

 見据え、これからのまちづくりを考えることが求められている。

　例えば、藻場の創生によるブルーカーボン、省エネ住宅の推進、家庭用太陽光

 パネル、蓄電器導入への補助、海洋深層水の活用等である。

　海洋深層水は約２℃、取水した時点で７℃くらいと温度が低温安定している。

この低温安定性を利用して、海洋深層水取水施設にデータセンターを併設できな

 いだろうか。

　データセンターは次世代半導体製造と同様に、冷却するために膨大な電気を消

費する。その電気の代わりに海洋深層水の低温を利用することはできないだろう

か。データセンターのサーバーは高性能化が進んでおり、高い処理能力になるほ

ど高い熱を発する。これまでサーバールームの室温を下げる空冷技術で冷やして

きたが、そのために多くの電力が必要になる。冷やす方法として、①空冷に加え、

②水冷、③液浸が考えられている。データセンターを冷やした深層水はその次の

ステージで再利用も可能になる。また、２０℃以上の温度差があれば可能と言わ

 れているバイナリ発電、温度差発電の可能性もある。

　再エネ、省エネを重大な課題と位置づけ、また内容も広範囲に及び、だれが、

 いつ、どの様にして、を明確にした今後の具体的な実践が求められる。



 　ゼロカーボンを推進、実践していく年次計画は。

 　推進、実施主体は。

 　推進、実践をしていくうえで、専門部署の設置が必要ではないのか。



 【答　弁】

 　町　長：

　１項めは、ゼロカーボンを推進、実践していく年次計画は、についてであり

 ます。

　本町では、令和６年６月環境に優しい地域社会の形成と地域が一体となって

未来を育むとともに、地域脱炭素を実現するための指針となる、岩内町ゼロカ

ーボンビジョンを策定し、２０５０年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロとす

 る、岩内町ゼロカーボンシティの実現を目指すことを宣言しました。

　本ビジョンにおいて、ゼロカーボンを推進、実践していく年次計画について

は設定しておりませんが、人と自然にやさしい安心して暮らせる持続可能なゼ

ロカーボンシティの実現という基本理念のもと、４つの基本方針と５つの重点

 施策を掲げており、さらに各重点施策ごとに具体的対策を設定しております。

　今年度においては、重点施策の１つである再生可能エネルギーの導入に際し

まして、自然環境や住環境等へ配慮するため、再生可能エネルギーの設置を進

めてもよい促進区域と、設置を回避すべき保全区域を明確にし、町内における

再生可能エネルギーの導入を適切に誘導していくことを目的とした、再生可能

 エネルギーゾーニングマップの作成に取り組んでいるところであります。

　今後につきましては、ゼロカーボンビジョンを具体的に実行するための計画

である地球温暖化対策実行計画区域施策編の策定を取り進め、その中で、各種

施策を実行していく年次計画となる、ロードマップの作成について適宜検討し

 てまいります。

 　２項めは、推進、実施主体はについてであります。

　岩内町ゼロカーボンビジョンにおける推進体制においては、町が主導して基

本理念や重点施策を実現するための取組を推進するとともに、地域住民や地域

事業者等が実施主体となり、それぞれが連携を図りつつ期待される役割を果た

 すこととなっております。

　また、本ビジョンの進行を管理するため、地域住民や関係団体、学識者など

で構成する岩内町ゼロカーボン推進協議会を設置し、ＰＤＣＡサイクルに基づ

き、施策の進捗について検証、評価し、状況に応じて見直しを行うこととして

 おります。

　３項めは、推進、実践をしていくうえで、専門部署の設置が必要ではないの

 か、についてであります。

　ゼロカーボンの取組は、単に温室効果ガスの排出をゼロにすることを目的と

するのではなく、地域の課題と有機的に連携させ、地域の環境、経済、社会に

好循環を促すことで、課題解決並びに地域の活性化を図ることを目的としてい

ることから、各施策については横断的であり、また、業務内容においても多岐

にわたるため、様々な分野で協力、連携が必要であるとともに、専門的な知見

 などが必要となります。

　しかしながら、町においては、限られた人員や予算の中で、事業運営を進め

なければならないため、現段階において専門部署を設置する考えには至ってお

りませんが、地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定し、各種施策を実施し

ていくうえにおいて、より専門的な知見を要することから、推進段階に応じた

体制づくりについての検討が必要になるものと考えており、町民の皆様が快適

に暮らせて、地球環境にもやさしい社会の実現に向け、適宜、必要な対応をし

ながら、各種事業の推進に取り組んでまいります。



 ＜ 再 質 問 ＞
 

　地域の課題を有機的に連携させ、地域の環境、経済、社会に好循環を促すこと

で、課題解決並びに地域の活性化を図ることを目的、横断的、業務内容は多岐、

専門的知見が必要と述べてます。だからこそ、専門部署を設け、そこから推進母

 体を作って実践していくことが必要ではないのでしょうか。

　年次計画を作成してないということですが、年次計画を作成実践していくこと

 が、２０５０年までにということが担保されるのではないですか。

 　３点目に、省エネに言及する項目がないというのはどうして、どうしてなのか。

　最後にキットブルー、４町村で作りましたキットブルーのリーフレットに書い

 ていた言葉です。

　できることは無限にある。できない理由はいらない。やるという選択肢を増や

 そう。

　以上です。答弁を求めます。



 【答　弁】

 　町　長：

　１項めの、専門部署を設け、そこから推進母体をつくり実践していくことが

必要なのではないのかと、２項めの、年次計画を作成、実践していくことが２

０５０年までにということが担保されるのではないか、については関連があり

 ますので、併せてお答えします。

　町では現在、再生可能エネルギーゾーニングマップの作成に取り組んでおり、

本マップ作成後２年以内には、ゼロカーボンビジョンを具体的に実行するため

の計画である地球温暖化対策実行計画区域施策編を策定しなければならないこ

とから、その中で、各種施策を実行していく年次計画となる、ロードマップの

 作成について検討をしてまいります。

　また、専門部署の設置につきましても、地球温暖化対策実行計画区域施策編

を策定し、各種施策を実施していくうえで、より専門的な知見を要することか

 ら、推進段階に応じた体制づくりの検討をしていくこととしております。

　３項めは、省エネに言及する項目がないのはどうしてか、についてでありま

 す。

　省エネに関する項目については、岩内町ゼロカーボンビジョンにおける重点

施策の一つとして、快適性を損なわない省エネ型ライフスタイルの構築を掲げ、

その具体的対策としてゼロカーボン住宅、建物の推進や、省エネ型機器の購入

支援などを講じることとしており、地域住民の快適性を向上しつつ、省エネ型

 のライフスタイルを推進することについて、本ビジョンに登載しております。


